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開会 午前 ９時００分 

 

◎開会の宣告 

○室井嘉吉議長 おはようございます。 

 携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードへの設定をお願いいたします。 

 都合により欠席届があった議員は、14番、星光久君です。 

 ただいまから、令和４年第４回南会津町議会全員協議会を開会いたします。 

 執務中の軽装化の実施に伴い、上衣の脱衣を許します。 

 本日の全員協議会は、町長からの申出により開催するものであります。 

 次第は、お手元に配付のとおりであります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――   

 

◎町長挨拶 

○室井嘉吉議長 ここで、開催に当たり、町長から挨拶をいただきます。 

 町長。 

○渡部正義町長 皆さん、おはようございます。 

 本日は、全員協議会の開催をお願い申し上げましたところ、議員の皆様には、何かとご多忙

の折にもかかわらずご参集を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本日は、４点について、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目、来春の田島高校と南会津高校の統合校開校後の伊南・南郷地域からの通学手

段について、福島県教育庁県立高校改革室から、現在の考えについて説明をいただくものでご

ざいます。 

 本案件については、去る６月14日、南郷地域において住民懇談会が開催されました。大沼

教育長さんにも同席いただいて、懇談会を開催したところでございます。私のほうから統合の

一時凍結を申し入れ、再考をお願いしたところですが、結果として、予定どおり進める以外、

道はないというような回答でございました。 

 参加された住民の方々からは、これまでの説明と何ら変わりないということで、非常に憤慨

する意見が多数出されておりましたが、一方、進路選択を迫られている現中学３年生、この人

たちのことも考える必要があるというふうに私は思っております。 
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 今回、通学手段も含め、県教委との協議に入るべきだというふうなことを考えまして、改め

て説明の場を設けたということでございます。通学手段の運営方法、それから費用負担の問題、

今後の調整する部分は多々ありますが、現時点での県教委の考え方を本日お伺いしたいと思い

まして、私のほうから開催についてお願いをし、同席をいただいたという経過でございます。 

 次に、２点目でございますが、本日の第３回臨時会に提案しております一般会計補正予算

（第４号）に計上の物価高騰対策生活困窮世帯緊急支援事業についてであります。 

 本事業は、原油価格・物価高騰による生活困窮者への緊急支援策として、住民税非課税の

65歳以上の高齢者独居または高齢者のみの世帯に１世帯当たり１万円を給付する内容となっ

ております。 

 次に、２点目でありますが、本件も２点目と同様、本日の臨時議会に提案しております一般

会計補正予算（第４号）の中身にある、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

財源として実施する３つの事業についてであります。 

 まず、デマンドタクシー運行事業者支援事業は、地域公共交通デマンドタクシー事業を受託

していただいている町内タクシー事業者に対しての車両の更新費用の一部を助成するもので、

次の私立保育所等給食費上昇抑制事業は、物価高により食材価格が値上がりしていることから、

町内私立保育所及び幼稚園を対象に給食材料費の高騰分を補助したいと、このように考えてお

ります。 

 また、生活応援商品券給付事業、これにつきましては、物価や電気料金などの高騰による家

計への影響を軽減するとともに、町内での消費を喚起し、町内商店の利用促進を図るため、全

町民に対し、町内商店街で使用できる商品券を給付したいと、このように考えているところで

ございます。 

 次に、４点目でございますが、現在、会津大沼風力発電事業という事業計画が出てきており

ます。計画段階環境配慮書の縦覧という形で行われております。この縦覧につきましては、町

が同意して縦覧をしているというふうなものではなくて、縦覧場所を町が提供したということ

でご理解いただきたいと思います。 

 当該計画によると、本町が事業想定区域に含まれていることから、現時点での町の対応につ

いてご説明させていただきたいと、このように考えております。 

 なお、７月15日、日立造船においでいただきまして、執行部、それから議会常任委員会の

委員長さん、駒止湿原関係、それから文化財関係、環境関係の皆様にも、団体の皆様にも参加

していただいて、会社側の説明を受けたところでございます。 
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 駒止湿原の入山者への影響、これについては、原発事故、風評被害、さらに水害等で、今現

在は入山者が激減しておりますが、事故発生前までは約６万人から５万人ぐらいの入山者がご

ざいました。この方々が、風力発電ができることで、この地域を訪れることを敬遠するという

ような心配もございます。そうしますと、景観だけではなくて、経済的な面での懸念もあると

いうふうに私は捉えております。 

 さらに、風車を建てるための大規模な伐採が行われるものと想定されます。これは、動物へ

の影響、特に鳥類への影響が大きいのかなというふうに思っています。また、有害鳥獣という

形で、今、駒止湿原に入っているイノシシ、鹿、そういった行動範囲の拡大にもつながるので

はないかというような危惧もしております。 

 そして、湿原の生態系、地下水の変化があれば、裸地化が進むんではないかというふうな心

配、そういったもろもろを考慮しますと、昭和村の舟木村長ともお話ししましたが、この計画

については、関係市町村として容認することはできないというふうなことで、昭和村、会津美

里町、下郷町と歩調を合わせて、計画の白紙撤回、そして、その白紙撤回の早期判断を求める

というふうなことで、過日の説明会でも、私は日立造船の幹部の方にそのお話を申し上げまし

た。 

 日立造船としては、本日は持ち帰って上層部と協議しますというようなお話でございました

が、これら住民の方々、非常に関心事だと思いますので、本日の全員協議会の説明事項とさせ

ていただいたものでございます。 

 以上、４項目の具体的な内容につきましては、それぞれ担当課長等より説明をいたさせます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 議員の皆さんにおかれましては、今後とも町政運営に関し、より一層のご理解とご支援を賜

りますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――   

 

◎議題 

○室井嘉吉議長 それでは、議題に入ります。 

 あらかじめ申し上げますが、本全員協議会は、南会津町議会会議規則第126条の規定に基づ

き開催するもので、議題については実質審議をする場ではなく、理解を深めるため、協議また

は意見を調整する場であります。 
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 運営は、南会津町議会全員協議会等の運営に関する規程に基づき進めます。 

 また、議会基本条例第10条の規定によって、質疑応答は一問一答方式で行うものとし、会

議規則第55条ただし書の規定によって、質疑の回数が３回を超えることを許し、同規則第56

条第１項の規定によって、その発言時間は答弁を含め、おおむね30分に制限しますので、簡

潔明瞭に質疑されるよう、よろしくお願いします。 

 なお、議題（３）の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業については、説

明事項が複数あることから、質疑等は適宜区切って行いますが、発言時間は合計で30分とな

りますので、ご了承願います。 

 （１）田島高校と南会津高校の統合に係る通学手段の確保についてを議題といたします。 

 説明をお願いします。 

 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 学校教育課長の阿久津勝英でございます。 

 私からは、田島高校と南会津高校の統合に係る通学手段の確保についてでございますが、去

る６月14日に南郷体育館で開催されました高校統合に関する地域懇談会におきましては、統

合に対する厳しいご意見もございましたが、その一方で、保護者代表として出席されましたＰ

ＴＡ会長さんなどからは、進路選択への影響を考えて、通学手段をできるだけ早い時期に示し

てほしいという、そういったご要望もございました。 

 これを受けまして、町といたしましても、高校受験を控えている中学３年生にこれ以上不安

な気持ちをさせてはいけないという思いから、これまで県と協議をしてまいりました。 

 本日、福島県教育庁から、菅野崇県立高校改革監、中野正人県立高校改革室長、そして、田

中巨文管理主事の３名の方においでいただきましたので、現時点における通学手段の確保につ

いての県の考え方について、ご説明をいただきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革監。 

○菅野 崇県立高校改革監 福島県教育庁県立高校改革監の菅野崇でございます。 

 本日は、南会津町議会全員協議会のお時間をいただき、誠にありがとうございます。また、

本県の教育施策の推進に当たりましては、ご理解とご支援を賜りまして、誠にありがとうござ

います。 

 田島高校と南会津高校の統合に関しましては、計画の公表以来、計画に納得いただけない方

がいることや通学に関する不安の声がある、そういったことにつきましては承知をいたしてお
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ります。町議会をはじめ地域の皆様には、これまでの対応により不安や混乱を与えてしまった

ことに対しまして、この場をお借りしておわびを申し上げます。 

 県教育委員会といたしましては、急速に進む少子化や社会環境の変化に対応した県立高校の

再編整備はやはり必要と考えており、田島・南会津統合校に関しましても、今年の２月県議会

において、設置に関する条例が可決されたことから、残された課題を早急に解決し、生徒にと

って魅力と特色を持った高校として開校させてまいる考えでございます。 

 このうち、本日は、通学手段に関しての県教育委員会の考え方を説明させていただきます。 

 西部地区から統合校に入学する生徒の通学に関しましては、特に遠方からの距離的な負担を

軽減するため、現在、田島高校敷地内に寄宿舎を建設しております。来年４月の開校時には供

用開始の見込みとなっております。 

 また、自宅からの通学を希望する生徒に対しましては、スクールバスの運行を考えておりま

す。想定している経路及び運行時間につきましては、お手元の資料をご覧いただきたいと思い

ます。大桃地区、和泉田地区と統合校までを結び、部活動にも参加できるような時間帯の運行

を考えております。 

 お示しいたしております資料につきましては、一つの例でございますが、朝は、和泉田地区

を７時５分、そして大桃地区を６時45分に出発し、山口で合流、その後、統合校に８時に向

かう想定でございます。帰りの時間帯は、統合校を18時30分に出発し、山口において、和泉

田方面、大桃方面へ分かれて乗っていただくという想定でございます。 

 県といたしましては、スクールバスの運行に当たって、相応の経費負担を考えておりますが、

実際の運行に当たっては南会津町のご協力が欠かせないことから、詳細につきましては今後、

町当局と協議をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますよう、よろしく

お願いいたします。 

○室井嘉吉議長 それでは、これより、ただいまの説明内容について質問、ご意見などありま

したら、発言を受けます。 

 質問、ご意見はございませんか。 

 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 この場において、あえて賛成とか反対とか、そういう意見は申しませ

ん。ただいまの説明を聞いて疑問を生じた点を質問させていただきます。 

 まず、県のほうで寄宿舎とスクールバスを運行すると言いましたが、現段階で、例えば例と

して、南会津高校に寮がありますよね。あれは、金曜日の夕方に出て、そして月曜日の朝に来
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てもらう。部活をやっていると、土日、親御さんが送迎されています。スクールバスもそうで

す。土日の運行はするのかどうか。 

 例えば、寮が県の運営ですから、土日はできませんということでやっていましたよね。只見

は町が寮を造っています。そこら辺はどうなのかということ。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 スクールバスの土日の運行についてのご質問、ありがとうござ

います。 

 今現在につきましては、土日の運行も含めまして、今後検討していくという段階でございま

して、寮の運営と併せて、バスの運行につきましても検討をさせていただいているというとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 これから検討ということで分かりました。 

 大体、経費が幾らかかるのか、これは試算していますか。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 今現在、業者のほうに見積りを取って、おおよその金額につき

ましては把握しているところでございますけれども、土日の運行をいかにするかということに

よって、また金額も変わってくるというところでございます。そうした詳細につきましても、

町当局さんのほうと、今後ご相談させていただきたいというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 少なくとも、ここで我々に、協議をするんでしたら、少なくともその

データが示されて、こういうふうに持っていきたいですという方向がないと、これから協議し

ます、これから協議しますでは、何のためにここにわざわざいらしたんだか、ちょっと分から

ない。 

 少なくとも、これからの見通し、例えば伊南・南郷地域で生徒数がどれだけいる、そのため

には、スクールバスはどんなスクールバスが必要か、そういうものがなければ駄目です。 

 あと冬、これ、35分で本当に来られますかということです。やはり現実を踏まえて、この

場に臨んでいただかないと、何のための協議だか、ちょっと疑問に思うんですけれども。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革監。 

○菅野 崇県立高校改革監 土日の運行でございます。 
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 まず、本日は、議会の皆様に、県としてスクールバスが必要だという考え方をご説明に参り

ました。そして、先ほどお話もありましたとおり、直接今回の通学に関わる中学生であります

とかその保護者に対する説明も、早急に我々としては行わなければいけないと思っております。 

 そして、そうした中で、寮の土日の運営、さらにはスクールバスの土日の運行、こういった

ものが地元の方々に、土日が必要なのか、あるいは、土日はむしろご自宅で過ごしてほしいと

いう考え方をお持ちの方がいらっしゃるのかどうか、そういったものを、説明会を通して皆様

のご意見を伺いながら、皆様のニーズに合ったような形をもって、町さんと協議させていただ

きたいというふうに考えておりますので、それによって金額的にも幅が出てまいりますし、

我々といたしましても、土日の運行を初めから排除しているわけではなくて、そういったもの

を含めて総合的に考えたいと考えております。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 我々大人視線じゃなくて、生徒の視線で、生徒のために何がベストか

ということを、そこに重点を置いて、視点を置いて、ぜひ協議していただきたいと思います。 

 これで質問を終わります。 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 本日は、県立高校改革室の皆様、こうして来庁いただき、説明の機会

受託いただきまして、ありがとうございます。 

 今日の説明会というのは大きな意味がございます。それは、やはりこれまでの計画に反対す

る運動に対して、住民から大きな声が上がったわけです。先日の説明会でもそのようなことで

した。教育長来ていただきながら説明いただいた、そして、住民の思いも十分に受け止めてい

ただいたものと把握しております。 

 また、町との関係におきましても、これまでは県から再三、協議の場というものを設けるこ

と、これが提案されていたわけですけれども、やはり住民の意向ということを重視して、町と

しては、その場に応じることはできないというような流れでした。しかしながら、こうして一

歩目が進みました。今日、その扉が開かれたことが大事であって、詳細については、今改革監

からあったように、これから住民の皆さんとさらに協議を進めていただきながら、しっかりニ

ーズを把握していただきながら進めていただきたい。 

 また、町においても、このことを起点として、しっかり住民ニーズに応えられるように、ま

た、地域公共交通というのは、我々町の大きな課題でもあります。どのように組み合わせてい
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くかとか、柔軟な考え方で、しっかり進めていただきたいと思います。 

 そこで、１つ質問がございます。 

 多分、教育委員会に対してになるかもしれませんけれども、進路希望調査というのが、この

夏にも取られるかなと思うんですけれども、西部地域、西部地区の子供たち、現在のところ、

新統合校に対する希望どれぐらいあるのか教えてください。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 

 議員おただしの進路希望調査でございますが、既に７月分ということで、７月実施をされて

おります。南会津中学校につきましては、新統合校への希望は、今のところないということで

あります。舘岩地域からは２名の方が希望されている。 

 併せて申し上げますと、田島中学校からは合計で29人、荒海中学校が７人ということにな

っておりまして、新統合校には合計で38名の方が希望されているということになります。た

だし、この進路希望調査については、まだ７月の段階ということで、今後も何度か行われます

けれども、特に会津若松市方面の高校を希望する生徒が多いことも、今の段階では出ておりま

す。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 了解しました。 

 南会津中学校の子供たちが全く希望していないということは、恐らく通学の問題であったり、

寮の問題であったり、じゃどうするんだということを家庭で話し合ったときに、学校内で子供

たち同士で話し合ったときに、見えないから手を挙げられないという状況だと思います。 

 親御さんの下で高校まで生活すること、18年間しっかり生活できるということは、とても

大事だと思います。そのチャンス、これで、このバス運行計画の説明によって開かれたわけで

すから、これからしっかり説明を進めていただくとともに、具体的に、より早くニーズを把握

することが喫緊の課題だと思います。ぜひ町と県、力を合わせて、住民周知も含めて進めてい

ただきたい。 

 住民周知というのは、対象者だけではなくて、折り目、折り目でしっかり住民全体にお伝え

する。そうすることによって、新しい新統合校がすばらしい学校になっていくんだという機運

づくりにもなろうかと思います。ぜひそのようなご努力を双方でしていただきたい。我々も努

力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革監。 

○菅野 崇県立高校改革監 ご指摘ありがとうございました。 

 確かに今回の調査で、南会津中学校のほうから新統合校のほうへの希望がないというお話を

伺いまして、やはり通学に関する不安であったり、そういったものが影響しているんだなとい

うふうに考えたところでございます。 

 今ご指摘いただきましたとおり、本当に早く、進路を選択する中学生でありますとか保護者

の方々には、通学に関する不安を少しでも早く取り除いていただけますように説明をしていき

たいと思っております。本日、この町議会に対する説明が終わりましたら、速やかに今月中に

も学校のほうに行って、通学手段、スクールバスについてご説明したいというふうに考えてお

ります。 

 また、生徒だけではなく、地域の方々へということでございました。通学手段だけではなく、

統合校がいかに新しい学校として、地域に選んでいただけるような魅力のある学校であるか、

そういったものにするかといったところのためには、地域の方々のご協力が欠かせないという

ふうに考えてございます。そうした直接生徒を抱えていらっしゃる住民でない方に対しても、

もちろんご理解をいただけますように、これから丁寧にご説明してまいりたいと考えておりま

す。 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 大変今日はご苦労さまでございます。 

 私、一つ疑念に思っていることは、この統合に対する進め方で、統合ありきで物事が進んで

きたような感じで私は考えております。 

 それで、統合をするために、県としては折衷案として、校名を先に発表いたしました。南会

津高校という校名を発表しましたが、果たしてこの校名が新しい統合の学校にふさわしい名称

なのか。そういう協議をしたのかどうか。住民がそれを受け入れるためには、学校名、そうい

うものの聞き取りの調査をしたのかどうか伺います。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 議員おただしの件でございます。 

 校名につきましては、ほかの統合校も、それから、今回開校する、令和３年、令和４年に開

校した統合校ございます。統合校の校名というものは、開校する前々年度中に検討して、前々
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度末までに決めて、残り１年間をかけて校歌、校章、校旗、そういったものに変更に伴う手続

の期間として１年間取れるように、校名の変更というものをしております。 

 南会津高校というふうに、校名は最終的に決定させていただきました。この校名につきまし

ては、両校の先生方、それから生徒、保護者の皆さんから案を頂戴しまして、両校で、各校で

校名案を整理して、両校の先生、同窓会、ＰＴＡの方等、参加いただいた校名検討委員会にお

きまして、県教育委員会に最終的に提出する校名案というものを絞っていただきました。その

案の中に、南会津高校という校名も入っておりました。 

 県教育委員会で、校名検討委員会で検討いただいた校名案を頂戴して、最終的に県教育委員

会で、南会津高校というふうな校名とさせていただいたというところでございます。 

 以上でございます。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 今、そういう説明がありましたが、住民はその時点で、今挙がった

メンバーの中において、校名の委員会があったと。そうすると、その前において、校名の検討

会があったということは、そういうＰＴＡとか、そういう地域の人たちが入った中で、そこで

は統合は賛成だという試みが県のほうで取られたんですか。 

 実を言うと、校名にかけて、この地域と言いましたけど、この地域の中で、田島地域の人た

ちはどのくらい入っていましたか。これ、校名検討委員会の存在を知ってる人は、この地域に

おいてはいなかったような気がしますが、それに対してはいかがですか。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 先ほど申しましたように、校名検討委員会のメンバーといいま

すのは、両校の先生方、それから同窓会、ＰＴＡということで行ってまいりました。 

 南会津地区におけます統合のところの検討委員会につきましては、同様に構成をお願いした

ところでございますけれども、南会津高校の同窓会長様からは、そういう会議においては、ま

だ統合に反対している状況であるので、私は出席はできませんというふうなお言葉も頂戴して

おりました。しかし、我々といたしましては、統合というところ、計画で、令和５年４月に開

校というところで進めさせていただいている関係もございました。 

 先ほど申しましたように、校名が決まってから開校までの間に、もろもろ変更点に合わせた

整理が必要になってまいります。校歌、校章等ですね。そういった対応の期間も必要でござい

ましたので、昨年度中に校名の検討委員会のほうを開催させていただいて、地域住民の方は、

先ほど申したように、構成メンバーには、同窓会の方あるいはＰＴＡの方という形でしか入っ
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てはいらっしゃらないという形になるかと思いますが、そのようなメンバー構成で進めさせて

いただいたというところでございます。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 11番、高野精一君。 

○１１番 高野精一議員 そういう流れで、話は今聞きましたけど、統合って、やっぱり感情

が入ったり、そういうもので微妙なものがあるので、なかなかそういうものを地域にオープン

できないものもあったと思うんです、地域の人たちにね。そして、そういう中で、今まであっ

たように、そういう話合いの場も数あった中では、なかなか煮詰まったものもないまま来てい

ることも現状だと思います。 

 だけど、６月14日に大沼教育長が出席して、あの言葉が最高の言葉だったんだろうと、地

域の人たちに対する最高の言葉だったと思うんですが、やっぱり私は田島地区なもんですから、

できるだけ田島地区が、もっとオープン的に校名の名前で盛り上がるくらい、やっぱそのくら

いのＰＲはしてもよかったんではないかなと。 

 これは私の希望でございますから、その旨伝えて、これで終わります。 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 ご苦労さまでございます。 

 ６月14日、懇談会に参加した議員として、そこに参加された方が、いわゆるバスの問題で、

足がないのに統合、統合というのはどういうことだという、私も聞いて、非常に憤りを感じな

がら聞いておりましたが、今回こういう形で説明をされるというようなことで、そのことにつ

いて伺いたいと思います。 

 まず、応分の経費は負担したいということでありますが、いわゆるバスは、南会津の町はバ

スを使うよということで、まず１点よろしいですか。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 バスの会社のおただしの件ということでよろしいでしょうか。 

○１２番 山内 政議員 違う、町立のバスを使うのかということです。 

○中野正人県立高校改革室長 町立のバスを使うのかということも含めまして、これから、ど

ういうふうな形で運行させていくのがよろしいのか、町立でお持ちのバスを織り交ぜながら運

行していく方法がいいのか、あるいは関係業者のほうに委託をするような形で運行するほうが

いいのか。その辺は、どういった形がよろしいのか、今後、町当局さんのほうとご相談させて
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いただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 正直言って、私たちに提案をするということで、今の室長の答弁で

は非常に不真面目だと思いますよ。町立のバスを使うのか、それとも業者のバスを使うのかと

いうことも含めて検討しているということ、６月14日の段階で多分、室長は業者と検討中と、

どういうことかということを話しされたというふうに私は記憶していますが、そこをまず確認

したいと思います。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 町さんのほうとお話させていただきました。それから、昨年度、

従来ありました内川、山口、それから田島のほうのバスがなくなった時点で、関係している会

津バスさんのほうと相談させていただきました。 

 会津バスさんのほうとしては、町さんのほうとお話していただかないことには、我々のほう

でどうのこうのというところではないので、まずは町さんのほうと話をしっかりお願いしたい

というふうなお話を頂戴したというところでございます。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 それでは、その町さんと言われている町は、どういう協議を今まで

受けていますか。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 

 元あった生活路線バスの時間が変更になった時点で、乗れないというような、それでは通え

ないという事態が発覚いたしました。その際に、それに代わる手段でバスを出さないといけな

いということで、路線バスではなくスクールバスという、委託になるのか直営になるのか、ま

だその時点では何も出ておりませんでしたが、結果として、スクールバスを出さないと間に合

わないだろう、実施が不可能であろうと、そういったところの協議を進めてまいりました。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 今の学校教育課長の答弁ですと、スクールバスを出さないと駄目だ

ろうと、そういう協議ですね。 

○室井嘉吉議長 学校教育課長。 

○阿久津勝英学校教育課長 お答えいたします。 
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 そのとおりでございます。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 それでは、室長に伺います。 

 今、町さんと話をしたというのは、スクールバスを出すという、出さなきゃ駄目だろうとい

う、それだけでしょう。そのバスを出すというときのスクールバスというのは、県ではどうい

うことを想定しておるんですか。南会津町のバスを使うのか、それとも会津バスを借用して使

うのか、そういうところまでは検討していないんですか。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 今ほどの点につきまして、当然、我々サイドでは考えさせてい

ただいております。町さんでお持ちのバスを使う形がいいのか、あるいは、時間帯によっては

委託の形というか、バス会社のバスを使う方法にせざるを得ないのか、その辺は、我々のほう

としては案はございますけれども、そうした具体の部分につきましては、まだ今回、こういっ

た形で説明させていただきに参っているところでございますので、今後、町さんのほうと、詳

細につきましてはご相談させていただきたいというところでございます。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 そうすると、今日は我々には、この紙のとおり、このペーパーのと

おり、この時間帯で運行したいと思っているよと、この程度ですね。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革監。 

○菅野 崇県立高校改革監 バスの運行についてでございますけれども、皆様にお示しさせて

いただいたのは、あくまで一つの例ということで、ルートはこのような形、時間帯もこのよう

な形であれば、一つの案としては成立するんではないかという意味でお示しさせていただきま

した。 

 ただ、時間帯あるいは、いわゆる乗降場所というんでしょうか。そういったものに関しまし

ては、これから中学生たちの声を聞きながら、町さんと協議したいというふうに考えてござい

ます。 

 それから、運行の主体でありますとか形態なんですけれども、これも町さんで運行している

バスがある、あるいは公共交通機関として事業者が運行しているバスがある、そういったもの

も含めて、総合的に考えたいというふうには思っておりますけれども、県教育委員会が直接ス

クールバスを運行するということにつきましては、高校に関しましては学校の選択というのが、
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義務教育と違って、生徒さん個々に選ぶという、主体的に選んでいただくということがござい

ます。ですので、特定の地域のお子さんを特定の学校に通わすというのを県がスクールバスで

やるというふうなことは難しいというふうに考えております。 

 ですので、南会津町内のお子さんが南会津町内の高校に通う場合のスクールバスということ

でありますと、県教育委員会といたしましては、南会津町さんに運行の主体を担っていただき

たい。当然、県教育委員会としても、相応の財政的な負担は想定しておりますが、そのように

考えてございますけれども、これもまだ、今、我々県教育委員会の１つの考え方でございます

ので、本日の説明の後に、また町当局さんとご相談させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 たしか６月14日の懇談会の席でも、町民の方から、県でバスを買

ってやるくらいの気概を示せみたいな質問があったかと思うんですが、お願いがあったかと思

うんですが、そこではっきりと、県ではそういうことはできませんと、そういうふうにおっし

ゃったことを私も記憶をしております。 

 それでは、今投げかけられた町としては、これ本当に町の責任でバスを動かすんですか。そ

の辺のところはしっかり持っていらっしゃるんですか。そこまで踏み込まれるということでい

いんですか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 この間の情勢を踏まえますと、やっぱり子供たちが安心して通学できる手段

の確保は、町側としても応分の負担をしなくてはいけないと、このように思っております。こ

れまでの下打合せの中で、それは県のほうで運行して、負担も県でというふうに私は求めてま

いりましたが、他地域との関係があって、それはなかなか難しいんですということで、県とし

ては、全く出さないというのは私は受けませんというふうに言っておりますので、今後、そう

いった中身がどういうふうに出てくるのか、その辺は調整の余地はありますが、町として、そ

この部分は一歩踏み出して、検討する時期に至っているのかなというふうに判断しております。 

○室井嘉吉議長 12番、山内政君。 

○１２番 山内 政議員 私も地域の住民で来ておりますので、今の町長の答弁非常に重たい

というふうに思っております。 

 それで、私も説明を町民から求められたときに、取りあえずは今のこの紙のことしか話がで

きませんので、県としてはこういう計画をしているようだよと、町はそれに対応するしかない
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だろうというような考えを持っているというようなことで、今日の段階では話しするしかない

んですが、最後の町長の答弁は非常に重いなと。いわゆる容認にかじを切ったというふうに捉

えても仕方ないなというふうに、町民から聞かれたら、そういうふうにお答えしてよろしいで

すか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 過日の説明会のときに、私は、もう一度立ち止まって、町民の方と話し合う

機会を持って、統合を進めてくださいというのをお願い申し上げましたが、そのときに県教育

委員会のほうでは、県議会として議決をいただいている事項であるので、このまま何とか進め

させていただきたいという話でございました。 

 私がそこで、じゃもう、この問題については町として協力しませんということになると、そ

のまま進む一方、子供たちの通学手段は宙に浮いてしまうというようなことでございますから、

容認するというのは本当に苦渋の選択でございますが、容認せざるを得ないのではないかと私

は思いまして、子供たちの通学の学校選択に迷いがないように、町としてしかるべき手だてを

していく必要があると、このように考えているところでございます。 

〔「了解」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 まず、議会の今回の説明会を終わった後に、早急に今月中に保護者等

に説明をしたいというふうなお話がございましたけど、今の状態でできるんでしょうか。もし

今のような中身であれば、また紛糾しますよ、保護者会の説明会やっても。 

 ６月14日、初めて私、参加させてもらいましたけども、言葉の殴り合いみたいな感じで聞

いていましたけども、言葉は悪いですけど、これまでもこんな感じだったのかなと言ったら、

そうなんだという話を聞いたんで、お互いに言いっ放し、協議ではない、懇談会でもない、そ

んな感想を持ちました。 

 それで、戻りますけども、今ほど、議会の説明会が終わって、繰り返しになりますけど、今

月中に早急に保護者会等に説明したいというふうに申し上げましたよね。できるんですか。今

の状態で説明しても無駄だと思うんですけど、反感を買うだけだと思います。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革監。 

○菅野 崇県立高校改革監 さきの住民懇談会におきましても、大変厳しいご意見頂戴いたし

ました。今でも、納得できないという声が多くあるということは受け止めております。 
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 しかしながら、繰り返しになりますが、少子化の急速な進展、社会環境の変化、こういった

ものを背景にしますと、やはり、できるだけ速やかな統合というのは避けられないというのが

県教育委員会の考え方でございます。ですので、来年の４月には統合校は開校いたします。 

 ただ、皆さんご不安の通学手段につきましては、しっかりとスクールバスを運行させますの

で、安心して   いただけるようにしていきますということをしっかりと伝える必要がある

と思っております。 

 ですので、今月中に保護者や生徒を対象に説明会をしても、ご理解いただけないというよう

なご指摘もありましたが、それでもやはり、皆様に一つ一つ安心・納得していただけますよう

に説明していくのは、我々の責務であると思っておりますので、ぜひ速やかに、そういった説

明会をさせていただきたいというふうに考えています。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 統合に当たっての賛成とか反対とかいうことじゃなくて、今の状態の

情報の中で、決定というか、ほとんど決まってもいない状況で、保護者会とか生徒に説明して

も無駄ではないかと私指摘しているんです。もしやるのであれば、今月早急にやりたいという

ことであれば、今説明できなかったらできないんじゃないのと思っているわけ。 

 だから、しっかり決めることは決めて、そうして情報を流していかないと、今のような、そ

れは後で検討します、早急に検討します、そういう答えでは何回やっても同じだから、段階を

踏んで、しっかり一つ一つ決めながら進めていかないと成就できないですよ。来年４月、もや

もやっとした状態で、感情的なあつれきの中で開校して、喜ばれない開校になってしまうんじ

ゃないですかというふうに私申し上げています。 

 ですから、決められますかと。情報をしっかり流すことできますかと保護者や生徒たちに、

７月中に、どうなんですかと聞いています。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革監。 

○菅野 崇県立高校改革監 ご指摘のとおり、曖昧なままに進めますと、地域の方々がご不安

を感じるといったことだと思っております。ですので、まずはスクールバスが動くと、通学す

る手段はあるということで、ひとつ安心していただきたいと思っております。 

 さらに、ご指摘のとおり、一つ一つ検討して、決めていかなければいけないことが細部にわ

たってございます。それらにつきましても、決まり次第、速やかに説明をして、一つ一つご理

解をいただくということを積み重ねていきたいと思っております。 

 さらには、現在、現在の田島高校の敷地内に寄宿舎を建設始まっております。これに関しま
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しても、特に遠方の方々は関心のあるところかなというふうに思っておりますので、そういっ

たものも併せて、通学ということに関する県教育委員会の考え方を丁寧に説明してまいりたい

と考えております。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 もう統合という、来年４月開校ということで、それは先ほど町長が申

し上げたように、苦渋の受入れという形になろうかというふうに思うんですけども、それを前

提にして、説明会といっても、ただプロセスを踏んでいるだけで、理解を得ようというふうな

感覚もないし、ただ、反対する人がいるでしょうけれども進ませていただきたいと。ずっと６

月14日の話もそう、一方的な話なんで、それは仕方ないと思います担当者としては。 

 それから、これは申し上げませんが、スクールバスの運行やりますというふうな形ですけれ

ども、町のほうとまだ協議もしっかりできていないのに、はっきり言っていいのかなと思いま

したけれども、それは一歩踏み込んだ言葉だと思いますけれども、料金ですか、家庭の負担と

いうのを全く考えていないんですよ。 

 申し上げるのは、これまでも町、多分、田島高校、南会津高校、両方に年間600万ぐらいず

つ出していると思うんですね。そういう交通費等含めて、600万ぐらい、片方五百何万で、

600万なのかな、出しているんですけども、それプラスアルファになるのか分かりませんけど

も、相応の負担を県でもしたい、町のほうでもしてもらわないと困るというふうなお話だった

かと思うんですけども、個人負担はないんでしょうか。 

 なぜこういうことを申し上げるかというと、結局、町から若松に行っている子だっているわ

けですよ。もし家庭を子供を応援するのであれば、ちょっと話ずれるか分からないですけども、

若松に通っている人にだってやらなくちゃいけないという考えを私はずっと持っていまして、

不公平感をすごく持っている１人なんですけども、そういった観点から、県のほうは単独では

できない、当然だと私は思いますけども、先ほど、選択して高校は行くものだと。それもその

とおりだと私は思っています。 

 ですから、相応の負担といえば、家庭の負担もあるべきだと私は思うんですけども、いかが

ですか。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 今ほどのおただしの件でございます。 

 今現在、荒海中学校前から南会津高校のほうに動かしていただいておりますバスにつきまし

ても、生徒さん、家庭での負担というのは頂戴しているというふうに伺っております。それか
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ら、舘岩から現在の田島高校へ向かうスクールタクシーというのを動かしていただいていると。

こちらにつきましても、利用者の負担はあるというふうに伺っております。 

 新たに今回、このような案をお示しさせていただいております。そうした新たな路線といい

ますか、そこにつきましても、やはり一定の、今現在ご負担いただいている金額等を参考にさ

せていただきながら、それに応じたような金額をご家庭のほうに負担いただくということを、

我々、今現在は想定しております。 

 以上でございます。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 高校が義務教育化されれば、ある程度、公の機関が責任を持って、交

通から生活等も、ある程度補助しなくちゃいけないという考えだろうけれども、この議会の議

決当時、私はいなかったもんで、こんな意見言うと怒られるか分かりませんけれども、やっぱ

り高校は選択する場所なんで、何でこの高校に行くと補助金が出るの、この高校に行くと補助

金が出ないのかと、ずっと疑問に思っていまして、その辺はやっぱり公平にやっていただきた

いなというふうに、町のほうには思うんですよね。町のほう、どんなお考えがあるでしょうか

ね。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 私のほうからお答え申し上げます。 

 田島高校への通学、それから南会津高校への通学ということで、地元の高校を支えるという

立場で、これまで予算を講じてきたのかなというふうに考えております。一方、今議員が言わ

れたように、会津若松市に通う子供たちも同じじゃないかという議論も、過去に議会の中でな

されたかと思いますが、その判断材料としては、地元の高校を守るというところで一線を画し

ているというふうに記憶しております。 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 高校という施設を守るためにということの視点だろうけれども、もと

もと教育を応援するというのは、家庭を応援する、子供を応援するという視点だと私は思って

いるんで、何でかんで高校がという考えは、私、持っていないもんですから、過去の議決に反

して申し訳ないんですけれども、そういう考えであれば、やはり家庭を応援する、困窮してい

る家庭を応援するとか、いろいろ事業上の、得るための救済措置等は結構今ありますので、そ

ういったことも利用可能だと思います。 

 ですから、何を言いたいかというと、高校なのに至れり尽くせり、物すごい違和感なんか持
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っているんですけれども、私なんかはね。後で集中攻撃受けるかなと思いますけれども、何で

かんで、家から通わなくちゃいけないということもないと思うんですけれども、また、県によ

いしょするわけじゃないですけども、高校の少人数の教育というのはどうなんだろうなという

ふうに思いますし、結局、ずっと小学校、もっと掘り下げれば幼稚園、小学校、中学校、高校

と、同じメンバーで仲よしこよしでやってきて、いざ社会に出て、どうなんだろうなという考

えを持っていますので、あまり過度な補助とか、そういうものを考えなくてもいいのかなとい

うふうに、冷たい言い方ですけども、私も親が苦労して学校出させてもらった１人ではありま

すけども、そういうふうに思うんですね。 

 ですから、県のほうの考え方の、公立高校でありますけども、選択される対象者であると。

この間、６月13日、14日の話だと、そんなのだったら若松に出したほうがいいという方もい

らっしゃいましたけども、どうぞ行ってくださいと私も思いましたけれども、そのとき。だか

ら、何でかんで補助とかいうふうに考えなくてもいいのかなと。 

 ただ、県の考え方として、人数合わせで統合はやめていただきたいということがあって、私

は反対していましたけれども、あとは、田島高校の新しいビジョンが全く見えないということ

で私は反対していました。そういった意味でキャリア教育とか言ってましたけど、何をやりた

いのか全く分からない。選択肢がいっぱいありますといったって、そんなにない。 

 過去に福祉コースとか、いろいろ試みてやっていましたけど、すぐ潰れてしまったというふ

うな。そういった高校の在り方でいいのかなと思って、魅力なんか全然なくなっちゃうんです

ね。 

 だから、今の田島高校の姿を見ていると、ちょっと悲しい姿が見えます。かえって南会津高

校のほうが、野球だって３回戦、すごい活躍してるし、勉強も進んでるし、南会津高校のほう

がすばらしいのかなと、こんなこと言っちゃ怒られますけれども、私は田島高校出身ですけど

も、そんなふうに思うくらいで、田島高校って、マイスクールという感覚が全然ないんですよ。

南会津高校の場合は、地元と結構上手にやって、３年に１回お祭りやったりして、地元と本当

に融合して、いわゆるマイハイスクールみたいな、私たちの学校という感覚があったんですけ

れども、田島高校はほとんどないんですよね、そういう雰囲気が。 

 だから、そういった不満を、西部のほうの方、不満は、その辺から来ているのかなというふ

うに思いますけれども、どうやって魅力ある田島高校にするのかというのをしっかり示してほ

しいんですよね。数合わせでやらないでくださいというのと、それから、数合わせでやるとい

うことは、また人数減ったら田島高校がなくなるのかなというふうに思いますから、特色ある
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学校、いわゆる進学校にはなり得ないし、技術高校にもなり得ないし、キャリアとして田島高

校、高校卒というキャリアを持つだけの高校だったら、どうも私は必要ないような気がします

けれどもね。その辺しっかりシビアに考えていいと思いますんで、その辺の考え方で進めてい

ただきたいというふうに思います。 

 先ほど高校名も出ましたけど、田島高校卒業生は大変な不満ですよ、いつ決まったんだと。

本当に、高野議員がおっしゃるとおりだと私は思いましたよ。すごいみんな怒っていましたか

ら、はっきり言って。いつどこで決まったんですか。我々も全く知らない、いきなり突然、南

会津校決まりました、そういったやり方で情報を流すという、非常に不満ですね。 

 しっかり先ほど言ったように、オープンにして、情報を開きながらやっていかないと、潰さ

れますよ、本当に。ただのプロセスだと思わないでくださいよ。決めたから、議会で採択され

たからといっても、誰が上げたんですかその議案は。議会そのものが上げたわけじゃないでし

ょう。責任は教育委員会ですよ、当局ですよ。すぐに議会を通したからという言い草になりま

すけれども、非常にちくちくと不満だらけになってきますから、オープンにして、しっかり一

つ一つ積み重ねて、魅力ある学校をつくり上げてくださいよ、お願いします。長く言いました。 

○室井嘉吉議長 県立高校改革監。 

○菅野 崇県立高校改革監 ご指摘ありがとうございました。数合わせの統合にならないよう

に、ビジョンがまだ見えないというようなご指摘ございました。 

 統合校につきましては、統合に至る経緯につきましては、これまでも申し上げてきましたと

おり、少子化の進行などによりまして、学校を維持しつつ、クラスの数を減らしていくという

ようなことを続けてまいりましたので、どうしても生徒の数の少ない学校になりました。その

ままいきますと、教員の数を確保することもままならなくなる。そして、教員の数が十分でな

ければ、教育のメニューも豊富に整えることが難しいといったようなこともありまして、やは

り今ほどご指摘いただきましたとおり、いろんな考え方をお持ちの人間と接して、交流して、

また価値観を高めていく、そういったものも学校教育には求められているというふうに考えて

おります。 

 一方で、規模の小さい学校がゆえに、きめの細かい一人一人に沿った教育が実現できている

といったような側面もあると思います。こういったものを併せ持つ統合校に、新しい南会津高

校はしたいと考えております。 

 当然、そのためには、一定の規模というようなことが必要になってまいりますので、今般、

統合という考え方をお示ししたところでございますけれども、新しい学校につきましては、総
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合学科の高等学校ということで、普通科の高等学校よりはより手厚い教員を確保して、選択肢

を準備をして、そして、その中で子供さんたちが活躍していけるというようなものを一つの魅

力として選んでいただけるようにしたいというふうに考えてございます。 

 それから、自分の学校のように感じられないといったようなことは、本当に地域における高

等学校といたしましては、考えなければいけない部分だと思っております。今回、南会津高校

と田島高校を統合して、南会津町内に１つの高校という形にはなりますけれども、決して西部

地区の伝統やよさ、そういったものを置いて統合するということではなくて、統合後も西部地

区を学びのフィールドとして、その地域のことに触れて、そのよさを感じていただいて、また、

田島地区のよさ、南会津西部地区のよさ、それぞれを交流させながら、この地区における魅力

のある学校にしていきたいというふうに考えております。 

 そして、それを実現させるためには、やはり地元の方々のご意見でありますとか協力、そう

いったものが欠かせないというふうに考えております。ですので、これからさらに、統合校の

カリキュラムでありますとか、そういったものを磨きをかけてまいります。その際に、いろん

な方々のご意見を伺いながら、しっかりと地域に選ばれるような高校にしていきたいと考えて

おります。どうもありがとうございました。 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

 15番、楠正次君。 

○１５番 楠 正次議員 １点だけ伺います。 

 これまで住民、保護者等々から意見のあった部分、それぞれそれなりに対応していただいて

きている。でも、学校そのものについてはまだまだ、特色ある総合学科といっても、具体的に

よく理解できていないとペーパーいただきましたけれども、というのが住民の感情でもあろう

かというふうに思います。 

 この運行経路とダイヤの案の中で、夕方の時間が６時30分統合校発、これ以外はない。田

島の子供たちであれば、自転車で通学したりすれば、もっと早い時間、電車で通学している人

も、学校が終わったら早い時間に帰れるわけですけど、６時半というのは、部活動ができます

よと、部活動をやる子にとってはいいですけど、部活動を選択しない子の選択肢というか、そ

れも、この後、保護者や生徒との懇談会というか説明会の中で、そういう要望が多く、恐らく

あると思うんです。あった場合には、そういうところも柔軟に検討していただけるのか、これ

１本なのか。案だから、そういうことも協議した上で、新たな材料というふうになるのかどう

か伺いたいと思います。 
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○室井嘉吉議長 県立高校改革室長。 

○中野正人県立高校改革室長 ご質問ありがとうございます。 

 こちらの資料に載っている時間帯、先ほども申しましたけれども、これはあくまでも一つの

案ということで、中学校のほうに説明させていただきに上がった際に、様々ご意見頂戴できる

かと思います。あるいは、町の教育委員会さんのほうとご相談させていただく中で、こういっ

た配慮も必要なんじゃないかというふうなご意見も頂戴できるかと思います。そういった意見

を踏まえながら、路線、時間帯につきましては、今後、検討・整理していきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

〔「はい、了解です」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ないようでございますので、これで（１）田島高校と南会津高校の統合に係

る通学手段の確保についてを終わりたいと思います。 

 私のほうから、県の高校改革という、こういう立場で今日おいでになった方々に特に申し上

げておきたいというふうに思いますが、これはご存じのように、私たち議会の立場はずっと反

対で来ました。言えば、先ほど町長の見解にもありましたように、断腸の思いで統合というこ

とにかじを切ったと、こういうことになりますよね。 

 そうすると、議会の立場からだって、今の通学手段の関係のみならず、学校の教育方針の関

係だとか、あるいは寮の関係、寮はどういう位置づけで造られているのかと、こういう関係。

あるいは寮の設置場所の問題、私はすごく疑問を感じるんです率直に申し上げまして。今ほど、

高校の敷地内に寮を設置しているということですけども、本当にあそこでいいのかなという疑

問、私は思います。 

 本当に、これから統合南会津高校に生徒を確保するということを本気になって考えたときに、

あそこに寮を建てていいのかなと思いますよ。何で町内に、この町うちに、寮の設置というこ

とは考えつかなかったのかなと。 

 だから、そういう面で、本来ならば、うちの町長がかじを切った時点で、寮の設置場所はど

うしましょう、町長さんというのが筋だと思うんですね。だから、そこが何か飛んじゃってい

るもんだから、いろいろ多くの議員の方々が疑問が出ているというのは、そこだというふうに

思います。 
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 これは我々議会にも責任ないわけではないんですけども、そういう意味での議論をする時間

というのがなしに物事を進めているという、このことですね。このことをしっかり受け止めて

いただきたい。 

 あと一つ重要なことは、支援学級の問題、これだって、私らに説明があって、令和５年には

支援学級を出発させますと。新規に教員を含めて35名程度、新たにこっちに来る人が出てき

ますと。そうしたら、この人たちの宿舎なんかどうなんですか。みんなどこからか通勤して、

先生方は来るのかなと俺は思うんだけども、この辺の絡まりのことだって、何ら説明、議会に

対してないですよ。私らからすれば、いろいろ言いたいことあるんです。要望したいことあり

ます。 

 だから、この時間というか、統合する、新たな高校ができる、新たな支援学級ができる、そ

のことに対して、町民から負託を受けている我々議員がこの案件に問題提起をして、一定の問

題点を投げかける。そのことを学校、県立高校改革の立場から、どうそれを受け止めて、どう

消化してけんのかというとこが、ちょっと私には、今の議論を聞いていても見えない点なんで

すね。 

 だから、ぜひそういう点を含めて、本当に円満解決に向かって、よりよい高校、よりよい支

援学級をつくっていくんだという、こういうことであればあるほど、検討すれば、我々の思い

というのは、何で反対なのかという思いに応えることが県の任務だと思うんですね。反対だけ

れども、あの人たち、こうしてくっちゃら何とか理解してくれるんじゃねえかという、このこ

とが検討のベースになって当然だというふうに私らは思います。 

 ぜひそういう観点から、もう決めらっちゃったことだ、条例で決まったことだということで

片づけるのは簡単だけども、いまっとあと一歩、踏み込んだ検討ということも、ぜひ私はお願

いをしたいし、早急にそういった立場での検討結果がまとまれば、私、いつでも議員の皆さん

招集しますので、ぜひこういう機会をさらにつくることはやぶさかでございませんので、ぜひ

そんな点を含めて十分検討していただきますよう、再度議長として強く要望しておきたいと思

います。ぜひお願いします。 

 いいですかそういうことで。 

 県立高校改革監。 

○菅野 崇県立高校改革監 最後に、議長に非常に重たいご指摘を頂戴いたしました。改めま

して、これまでの県教育委員会の対応によりまして、地域の方々に混乱を与えてしまいました

ことに対して、おわび申し上げたいと思います。 
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 本日こうして説明の場を頂戴いたしまして、町民の代表の議員の皆様から直接、地域の声と

いうものを伺うことができました。本日の声を踏まえまして、私たちは次に、統合校に関する

ことをさらに深めて考えてまいりたいと思っております。 

 さらに、議長、町長から、統合にかじを切らざるを得ないというお言葉も頂戴しました。こ

れまで県の進め方が一方的だったというご指摘賜りました。残された時間は限られております

けれども、しっかりとその時間を使って、まち、議会、皆様とお話をさせていただきながら、

統合校が子供たちにとって魅力のあるものとなりますように、しっかりと努めてまいりたいと

考えております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○室井嘉吉議長 それでは、大変ご苦労さまでございました。 

 説明者の入替えを行いますので、暫時休憩をしたいと思います。 

 10時30分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時２８分 

 

○室井嘉吉議長 それでは、若干時間早いようでありますが、全員おそろいでございますので、

休憩前に引き続き会議を開きたいと思いますが、いいですか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 それでは、（２）物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援事業についてを議題と

いたします。 

 説明をお願いいたします。 

 社会福祉係長。 

○五十嵐正喜健康福祉課社会福祉係長 健康福祉課社会福祉係長の五十嵐正喜と申します。 

 私のほうからは、資料（２）物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援事業についてご説明申し上

げます。 

 一般会計補正予算書につきましては、６ページで歳入を見ております、民生費の県補助金。

歳出につきましては、７ページ、社会福祉総務費の需用費、役務費、負担金及び交付金で記載

をしてございます。 



－２７－ 

 資料（２）をご覧いただきたいと思います。 

 まず初めに、事業の目的でありますが、記載のとおりでございますが、原油価格や物価の高

騰が続く中、生活困窮世帯に対する影響緩和対策として、光熱水費など生活費の一部を支援す

ることを目的とし、実施するものでございます。 

 これにつきましては、先般、福島県の６月定例県議会におきまして、補正予算として追加計

上されました原油価格・物価高騰への対応策の一つである生活困窮者への緊急支援対策事業に

基づき、市町村で実施をする事業でございます。 

 次に、事業の内容でございますが、給付対象世帯１世帯当たり１万円を現金振込により支給

するものでございます。 

 対象世帯につきましては、資料に記載のとおりでありますが、現在、福島県から示されてお

ります事業実施案に基づきまして、令和４年６月１日現在で町内に住所を有する非課税世帯の

うち、①といたしまして、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯をはじめまして、②の障

害者世帯、③ひとり親世帯を中心に対象としてございます。そのほか、④として、市町村が特

に認める世帯となってございますが、これを含めて、本町における支給世帯数は、現時点で全

体で2,600世帯を想定いたしまして、概算要求するものでございます。 

 要求額につきましては、歳入で910万円、歳出で2,670万円となってございますが、歳入に

つきましては、福島県から１世帯当たり3,500円の補助を見込み、計上してございます。歳出

につきましては、支給金として負担金及び交付金に2,600万円、あと70万円は、封筒代や郵便

代、事業に係る経費ということで、それぞれ計上してございます。 

 詳細につきましては、資料に記載のとおりでございますが、あくまで概算要求でございます

ので、実際の支給世帯数については変動する可能性がございます。あらかじめご了承いただき

たいと考えております。 

 続きまして、事業スケジュールでございます。 

 現時点の予定ではございますが、７月下旬、中旬以降から、支給対象者の確認及び申請書の

発送準備を行いたいと思っております。実際の発送につきましては、８月中旬頃に対象者の皆

様へ通知の発送を行うというふうに考えてございます。 

 申請につきましては、発送後、随時受付をすることといたします。申請書を提出された方か

ら順次、給付金の交付を行いたいと考えております。昨年度も、冬期間における原油高騰対策

ということで、同じような事業を実施いたしましたが、そのときの反省点・改善点を踏まえま

して、円滑な事業実施に努めていきたいと考えております。 
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 以上、ご説明申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 それでは、これより、ただいまの説明内容について質問、ご意見などありま

したら、発言を受けます。 

 質問、ご意見等ございませんか。 

 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 前回のことも踏まえて円滑に進めたいというふうに、今お話がありま

したが、実際に高齢者の方が長期家を留守にしていて、入院または親族の元に行って、そして

ポストに通知書が満杯になっていた。来てみてやってみたら、もうお金がないから駄目ですよ

と言われたという事例を、私、相談受けました。 

 実際に、今回これをやる場合に、例えばそういう人たちのケアというのは、どういうふうに

考えているでしょうか。 

○室井嘉吉議長 社会福祉係長。 

○五十嵐正喜健康福祉課社会福祉係長 お答えをいたします。 

 確かに前回、冬期間にやった事業につきましては、そういったケースが見受けられたという

話は聞いてございます。前回の事業につきましては、60日以上家を離れている方、地元から

都会の息子さん、娘さんのところに長期間いらっしゃる方は対象外としてございましたので、

そういったケースが後になって、どうなんだということはあったかと思います。 

 今回につきましては、なるべくそういうことがないようにといいますか、郵便で発送した後、

来ない方につきましては、確認するなりは必要かなとは思っておりますが、具体的にこれから

詳細を詰めたいと思ってございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 確かに親族のところに行ったり、行ける人というのは、私は幸せだと

思うんですよね、高齢者の方。 

 こんなこと言うと怒られるかもしれませんが、高齢者イコール困窮しているというイメージ

ってありません。私は、高齢者が困窮しているとは100％言えないと思っています。むしろ、

高齢者の方を介護している、例えば１人で介護しているとか、仕事しながら介護している人た

ち、それとか、ひとり親で一生懸命、進学されている方の子供がいる方、そういう人たちが、

実は今回、相当困っていると言われています。 

 燃料が上がって、車で会社に通うにも、全然通勤費は上がらなくて、経費が負担かかってい

ると。物価が相当上がって食費も大変だと。特にシングルマザーの方々、この人たちの困窮を
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私はよく耳にします。あとは、１人で親御さんを介護しなくちゃならないという方々、この人

たちが相当困っているんですけれども、こういう事業をやった場合に、その人たちの対策とい

うのはどういうふうに考えているでしょうか。ちょっと趣旨から違ってくるかもしれませんが、

本当に生活困窮というのは、そういう人たちじゃないかなと私は思うんで、この質問をさせて

いただきます。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 今回の事業につきましては、担当係長のほうからも説明させていただいたとおり、県の事業

に対して、町も今回行っていくというものでございます。今回は、65歳以上の高齢者のみな

らず、ひとり親世帯も含まれておりますので、議員が把握されている困難ケースも含まれるの

かなというふうには思っております。 

 さらに、それ以外の介護をされている方、そういった方につきましては、これからまたいろ

いろな事業を通して、訪問等も行っておりますので、そういった生活実態をしっかり把握した

上で、次なる事業の中で、そういった方々を対象とした事業を検討していければなというふう

に思っております。 

〔「了解しました」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ないようでございますので、これで（２）物価高騰対応生活困窮世帯緊急支

援事業についてを終わります。 

 次に、（３）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業についてを議題としま

す。 

 説明をお願いします。 

 総合政策課長補佐。 

○長沼正憲総合政策課長補佐 総合政策課課長補佐兼地域振興係長の長沼正憲です。 

 私からは、デマンドタクシー運行事業支援事業について説明をさせていただきます。 

 資料（３）－①をご覧ください。 

 なお、今回提案の議案書につきましては、歳入補正予算の６ページ、歳出につきましては一

般補正の７ページとなってございます。 

 現在町では、平成30年度に策定いたしました南会津町地域公共交通網形成計画を基に、地
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域公共交通空白地域の解消及び利便性の向上をはじめ、町の公共交通の課題解決に取り組んで

おります。町の町民の足としての生活交通を維持するため、新たな交通体系であるデマンド型

への再編を進め、利便性の向上に努めているところであります。 

 初めに、本事業の目的について説明いたします。 

 右上、①事業目的をご覧ください。 

 世界的な原油価格高騰により、タクシー事業者の経営の逼迫が予想され、ひいては、町民の

足としての生活交通に大きな影響が出ることが予想されることから、そういった事態を回避す

るため、本事業を実施するものです。 

 次に、現状についてです。 

 地域公共交通デマンドタクシーについては、その利便性の高さから年々利用者が増加し、年

少者、一部の高齢者、障害者など、自分で運転することができず、公共交通機関に頼らざるを

得ない、いわゆる交通弱者をはじめ、多くの町民の方に利用いただいております。 

 近年、公共交通の空白地帯の解消や利便性の向上を図るため、地域公共交通デマンドタクシ

ーの運行区域を拡大しておりますが、燃料高騰の影響により、事業者の厳しい経営状況が続い

ております。燃料高騰の状況につきましては、右上、図の１、燃料単価変動のとおりでありま

す。 

 なお、燃料単価については、町が取引を行う際の田島地域事業者との単価契約額を参考とし

ております。 

 最後に、③事業内容であります。 

 地域公共交通デマンドタクシーの運行事業者に対して、経営の負担となっている老朽化した

車両の更新により、燃費の向上や維持管理費の軽減など、経費削減による経営安定化の取組を

支援するものであります。 

 具体的には、地域公共交通デマンドタクシー運行事業者３社に対し、１事業者当たり車両３

台の購入費用について２分の１を支援するものであり、本臨時会に1,800万円の予算を計上い

たしました。 

 なお、財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（原油価格・物

価高騰対応分）を活用いたします。 

 私からの説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課主幹。 

○星 克之健康福祉課主幹 健康福祉課主幹兼課長補佐兼子育て支援係長の星克之でございま
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す。 

 私からは、（３）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の②といたしまし

て、私立保育所等の給食費上昇抑制事業についてご説明を申し上げたいと思います。 

 議案書、一般補正予算（第７号）に歳出予算のほうを計上させていただいておる事業になり

ます。 

 事業概要といたしましては、新型コロナウイルス感染症を原因とする物価の高騰が続いてお

りまして、保育所等の給食の食材に使用する価格が高騰している状況にございます。町内の私

立の保育所や幼稚園につきましては、町から給付される運営費の補助金の中で給食費を賄って

おります。食材等の高騰分をメニューや食材の変更で対応しておりますが、本年の５月以降、

次々に食品の値段が上がっておりまして、給食に係る費用が、前年度と比較いたしまして３割

程度増えているような現状もなってきておるところでございます。 

 こうした中、事業実施の目的といたしましては、物価高騰の影響を受けている中で、給食費

の一部を支援するということによりまして、入所児童、保育所等に入っている児童の成長に必

要な栄養のバランスの取れた給食を提供していく、これを継続していくということを目的とし

て実施を考えております。 

 実施の方法といたしましては、各施設へ補助金の交付をするという形で実施することを考え

ております。それぞれの保育所の給食につきましては、各施設で給食の体制を構築しておりま

す。自分のところで調理をしている保育所もあれば、外部搬入で弁当を購入しているというよ

うなところもございます。 

 これらの保育所、幼稚園等に聞き取りの調査を実施いたしましたところ、前年度と比較して

２割から３割増えているというところで、単価といたしまして40円程度、物価の上昇分をし

ているというふうな状況が認められたところであるため、８月以降の分ですね、給食費、来年

年度末までの８か月分を補助金として支出するということにしたいと思っております。 

 実施の効果といたしましては、コスト上昇分を単価を抑えるというふうな形では、栄養を取

れないということでは困ると思いますので、栄養のバランスの取れた給食を提供していって、

入所児童の成長を後支えするというような形で考えておるところでございます。 

 事業の費用等でありますが、まず、実施期間といたしましては、今ほどの繰り返しになりま

すが、令和４年８月１日から来年、令和５年３月31日までの期間と考えております。事業費

といたしましては、142万5,000円の予算を計上させていただいています。その積算の根拠と

いたしましては、１日当たりの給食費の上昇単価分掛ける３施設の入所児童数、それから８月
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以降の給食実施日数としておりまして、40円掛ける212人掛ける162日といたしまして、142万

4,640円というふうな積算をさせていただいております。 

 これらの財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金100万円

と一般財源の42万5,000円を財源として実施するものといたしております。 

 以上、説明申し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○室井嘉吉議長 商工観光課課長補佐。 

○佐藤隆士商工観光課長補佐 商工観光課課長補佐兼商工振興係長の佐藤隆士と申します。 

 私のほうからは、生活応援商品券給付事業についてご説明をさせていただきます。 

 資料（３）－③をご覧いただきたいと思います。 

 まず、本事業の目的等につきましては、昨今の原油価格や電気、ガス料金を含む物価の高騰

の影響を受ける各家庭への負担を軽減するとともに、町内での消費を喚起し、町内の商店の利

用促進を図ることを目的といたしまして、全町民を対象に町内商店で使用できる商品券を給付

するものとなっております。 

 対象者につきましては、令和４年８月１日の住民基本台帳に登録された全町民を対象としま

す。 

 なお、基準日以降の出生及び転入者につきましては、対象外といたします。また、基準日以

降、発送前に転出された方につきましても、対象外とさせていただきたいと思います。 

 さらに、死亡された方の扱いにつきましては、独り暮らし等で郵便が戻ってきた方につきま

しては、そのまま商品券は使用できないものといたしまして、ただし、家族等と同居されてお

られる方で、今回の事業が世帯主宛てにまとめて送付となりますので、受け取りがあった場合

は、そのままご家族等により使用は可能とするものといたします。 

 なお、参考といたしまして、令和４年７月１日現在の住民基本台帳の人口を載せてございま

すが、１万4,267人となっております。 

 なお、今回は、若干の転入・出生があっても大丈夫なように、１万4,300人で予算のほうは

計上させていただきたいと思います。 

 なお、事業の内容につきましては、町民１人当たり、今回は3,000円分の商品券、500円券

の６枚つづりのものを世帯主宛てにゆうパックのほうで郵送させていただきまして、当然、追

跡調査等も可能となりますので、送りっ放しではなく、万が一住所が変わったり、亡くなられ

ていて受け取りがなければ、その分は把握できますので、その後、戻ってきたものについては

即対応するようにしたいと思います。 



－３３－ 

 なお、商品券の換金等の業務につきましては、南会津町商工会のほうに委託をして実施した

いと思います。 

 なお、加盟店につきましては、現在実施しておりますプレミアム商品券の加盟店をベースと

いたしまして、商工会のほうで新たに募集を行いまして、一覧を作成して、商品券と一緒に町

民の皆様にはお配りするようになります。 

 なお、商品券の送付まであまり時間もないことから、加盟店につきましては、商品発送後も

希望があれば随時更新するようにしまして、なお、加盟店の情報については、ホームページ等

でお知らせするようにいたします。 

 なお、今回の事業につきましては、それぞれ加盟店が商工会に支払う換金手数料につきまし

ては、なしというふうに考えております。 

 事業のイメージでございますが、まず、町のほうから町民のほうに商品券を配布いたしまし

て、町民の方に加盟店で商品券を利用していただいて、各加盟店が商工会に対して換金の申請

を行うという流れで考えております。 

 なお、商工会から加盟店への支払いにつきましては、なるべく早めに加盟店に支払いをして

いただくように、月２回ぐらいで支払ってもらうようにお願いをしたいと考えております。 

 なお、町と商工会のほうで委託業務の契約を締結しまして、事業のほうは行っていきたいと

思います。 

 スケジュールにつきましては、本日、補正予算の要求をさせていただきました。議決されれ

ば、直ちに事業周知であったり、商工会と契約しまして、加盟店の募集等、準備作業を進める

とともに、商品券及び商品券を入れる封筒、さらには加盟店のチラシ等の印刷などの業務を行

いまして、８月中旬には郵便局に持ち込むことによって、商品券の使用開始である９月12日

に間に合わせたいというふうに思っております。 

 なお、現在、プレミアム商品券の発行が行われておりまして、その使用期限が11月30日で

ありますことから、それと併せた連続した経済対策にするとともに、年末の家計の負担を軽減

するためにプレミアム商品券よりも１か月ほど使用期間を長くいたしまして、９月12日から

12月31日までの事業というふうに考えております。 

 なお、翌１月には事業完了の精算業務を行いまして、全事業が終了というふうに考えており

ます。 

 計上させていただきました予算の内訳につきましては、ここに記載のとおりとなっておりま

す。 
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 まず、印刷製本費といたしまして110万円、商品券と封筒、チラシの印刷代となっておりま

す。また、通信運搬費といたしまして312万円、内容としましては6,500世帯の480円となって

おります。委託料につきましては、加盟店募集だったり、換金業務等の事務に加えまして、加

盟店からの精算業務となりまして、金額が4,332万9,000円、合計しまして4,754万9,000円の

計上となっております。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 それでは、これより、ただいまの説明内容について質問、ご意見などありま

したら発言を受けます。 

 まず、説明事項１、デマンドタクシー運行事業者支援事業について、質問、ご意見等ござい

ませんか。 

 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 タクシーとか、こういった公共交通の運営に対しての今回補助金とい

うことで、基本的には燃料費補助なのかなと思ったところ、車両の購入に対しての補助になっ

ているわけですけれども、この理由について教えてください。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 現在、タクシー事業者で使用されている車両につきましては、約20年近く経過している車

両を使っています。その車両につきまして、燃料費も燃費が悪かったり、あと維持管理経費が

かなりかかっているということから、それらの経費負担を軽減して、全体的な会社の経営安定

を支援しようというふうな考えで、今回、車両の購入の支援ということに至りました。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 これ、恐らく聞き取りベースに、そのように結果的になったというこ

とだと思うんですけれども、実態として燃料費高騰というのはどれぐらい経営の圧迫につなが

っているのか、どのように把握されていますか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長補佐。 

○長沼正憲総合政策課長補佐 お答えいたします。 

 今ほどの質問につきましては、聞き取りの状況の中で、どのような感触だったかということ

だと思います。私たちのほうで、町内のデマンドタクシー事業者３社のほうに訪問させていた

だきまして、現在の経営状況をお聞きしました。特に燃料表にあったとおり、燃料高騰の影響

が非常に大変で、正直、会社の運営、支払いにも苦慮しているという会社も中にはございまし
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た。 

 今回、そのような話の中で、各事業者なんですけども、ジャンボタクシー１台と通常のタク

シー２台のほうを更新させていただきます。その費用について支援させていただきたいと考え

ておりますが、特にタクシー２台分につきましては、通常のガソリン車ということがありまし

た。これをハイブリッドカーにするだけでも、今リッター10キロ走っているのが20キロにな

る。そのような取組をすれば、会社のほうも経営が助かりますし、また利用者の利用料、そこ

に跳ね返るということもないのかなというふうに思っております。そんな話合いも各事業者等

の中でありました。 

 そういったところから、今回、補助金を計上して、少しでも経営を改善していただきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 一般的な話ですけど、ハイブリッド車にしたことによって燃料費が節

約できるというふうに思われがちですけども、実は車両購入費のほうに相当上積みになってい

て、それをペイするのは相当大変ですよというお話もよくお聞きするところですけれども、そ

の辺の精査はどのようにされたんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長補佐。 

○長沼正憲総合政策課長補佐 ハイブリッドカーの価格が高くて、イニシャルコストがかかる

と。そして、ランニングのほうでペイできないのではないかということでおただしであったと

思います。 

 そのあたりも、各タクシーの事業者と意向をきちんと確認して、３社とも、やはり現在のタ

クシー、聞き取りした中では、一番古いもので平成14年の年式の車両が３台ございました。

そこをハイブリッドカーに更新するだけでも、燃費の面、今後の走行距離、大体10年か15年

ぐらい使えるんじゃないかということでありましたが、そこでペイできるのではないかという

ようなお話を聞いたというところであります。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 先ほども、生活困窮者とはという定義の話が少しありました。今回、

公共交通を担っていただいている業者に限って、燃料高騰分について補助するわけですけれど

も、それ以外でも、燃料高騰して困っている業種というのはあると思います。例えば運送業で
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あったり、土建業であったり、相当負担というのは大きくなっていると思いますが、なぜ今回、

公共交通業者だけに限ったのか。また、今後そういった、例えば運送業であったり、公共工事

を担っていただいている土建業であったり、そういったところに、車両をたくさん持っていら

っしゃるところにこのようなことを考えているのか。なぜ今、公共交通に限った施策なのか、

また、今後についてどのように考えるか伺います。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長。 

○星 良栄総合政策課長 お答えいたします。 

 総合政策課といたしましては、まず、住民の生活の足ということで、公共交通のほうの支援

をできないかということで検討してきたところでございます。 

 福島県のほうでは、今ほど議員からおっしゃられた運送業であったり、様々な業種に対して

支援があります。それは定額の支援でありますが、うちのほうで、これから長い目で見た場合

に、一過性のそういった支援ではなくて、今後も住民の生活の足が持続していくような支援と

いうことで、今回、車両の購入に対する支援ということにさせていただきました。 

 今後につきましても、様々な業種がありますが、そちらのほうに、そういった持続的な支援

につながるような支援ということを模索しながら検討していきたいと。場合によっては、なか

なか支援が難しいというケースもありますし、新たな支援が想定されれば、それを予算化して

いけたらというふうに考えているところでございます。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 今、商工観光課では、企業調査ということを進めているかと思います

が、現在の状況はどうなんだろうと私は気になるところです。やっぱり燃料費高騰って、先ほ

ど高齢者は困窮者かどうか、いろいろなんですよね、様々なんです。なので、状況がやっぱり

全体的に分かっていないと、必要な手だてってできないと思うんです。 

 企業調査の中で分かっていること、物価高騰、そして燃料費高騰、これについて分かってい

る状況あれば、教えていただければ。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 アンケート送付これからして、８月末の回収予定になっておりますので、現在のところ、ア

ンケート内容で、把握についてはできないような状況になっておりますが、春先にも町内の金

融機関の支店長さんたちにお集まりいただいて、町内の企業等の状況について聞き取り調査等

をさせていただきました。あと、商工観光課及び支所のほうで、あと商工会の事務局のほうで、
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ごく限られた会社にはなってしまいますけれども、企業訪問をさせていただきまして、状況の

ほうを確認させていただきました。 

 やはり運送業について、非常にやっぱりガソリンをたくさん消費しますので、影響が大きい

ので、今回は議案として上がっていなかったんですが、実は商工観光課でも町独自の支援策を

考えたところでございます。 

 ただ、総合政策課長からも話がありましたように、県のほうでそういったバスだったり、タ

クシーだったりの業者さんについては、所有１台当たり幾らというような定額の補助を検討し

て、先日公表されましたけれども、そういった支援があるので、運送業にだけ県も町も二重で

支援をして、ほかの業種には支援しないというのもどうなのかなという部分もございまして、

今現在、９月補正予算で、そういった全業種を対象に、影響を受けているようなところに支援

する、そういった施策考えておりますので、今後、執行部内部でも協議しながら、皆さんのほ

うにもご提示させていただきたいというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 これまで臨時交付金、１億円ぐらい入っていたけれども、使い道これ

から考えていくということでした。全体的な視点として、財政的な視点として、今回までに入

っている、整理させていただきたいんですけれども、これまでどれぐらい入っていて、今回で

幾らぐらい使うのか、残りどれぐらいあるのかについてお知らせください。 

○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ということで、既にご承知のように、１

億1,000万円ほど、今年度交付が決定されました。前回までの補正予算の中で一部予算化をし

まして、今回8,300万円、予算計上しました。 

 したがいまして、現在交付を決定されている分については、ほぼ予算化しておりますが、今

後、国の状況によりますと、さらに追加交付があるというような情報もありますので、その辺

を見据えながら、今、各それぞれの課長からありました新たな課題に対しまして、９月補正予

算をめどに追加で予算要求して、予算に上げて対応していきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

〔「了解です」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

 ２番、馬場浩君。 
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○２番 馬場 浩議員 デマンドタクシー運行業者支援事業の中で、車両購入の支援をすると

いうこと、これ、ハイブリッドでやれば環境にもいいし、燃費もいいということで、これはす

ごく私も賛成なんですけど、ただ問題は、実際に注文して、車がいつ来るかだと思うんですよ。

今、各自動車会社のディーラーとか回ってみますと、なかなか、ひどいのは半年待ちのやつも

あるなんて聞いています。 

 こういう場合って、納車してからお金支払いますよね。納車する前に、お金って払わないと

思うんですけど、そうした場合に今度、事業の期間てあるじゃないですか。それ過ぎてしまう

んじゃないかという懸念があるんですけども、そこら辺はどうなんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 総合政策課長補佐。 

○長沼正憲総合政策課長補佐 お答えいたします。 

 私たちも、本当に本年度内で車両が納期が間に合うのかということを一番懸念しておりまし

て、そのあたりも事業者さん、さらにはディーラーさん、そのあたりと話合いというか、聞き

取りさせていただきました。間違いなく本年度中に納まるということを確認しましたので、今

回の提案に踏み切ったというところであります。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 よかったです。ぜひこういう事業は、これから環境対策にも本当に、

替えたくても替えられない会社がありますので、ぜひこういうことを進めていただきたいなと

思います。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ないようでございますので、説明事項１、デマンドタクシー運行事業者支援

事業についてを終わります。 

 次に、説明事項２、私立保育所等給食費上昇抑制事業について、質問、ご意見等ございませ

んか。 

 １番、五十嵐芳道君。 

○１番 五十嵐芳道議員 財源の内訳なんですけども、42万5,000円が一般財源で、100万円

が交付金なんですけど、この42万5,000円というのは、どういうことで出てきたのかというこ

となんですけど。 
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○室井嘉吉議長 総務課長。 

○小寺俊和総務課長 お答えいたします。 

 資料（３）－②の一番下段に、財源内訳ということで載っております。特に42万5,000円を

一般財源にした根拠はございませんが、端数を取って100万円は交付金で行います。端数につ

いては一般財源で対応しますと、そういう意味でございますので、ご理解願います。 

〔「了解」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ないようでございますので、説明事項２、私立保育所等給食費上昇抑制事業

についてを終わります。 

 次に、説明事項３、生活応援商品券給付事業について、質問、ご意見等ございませんか。 

 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 前にも子育て支援のやつで、商品券について一般質問でさせていただ

きました。今回、本当に生活応援ということで商品券を発送するならば、燃料関係、特に西部

はＪＡとか、給油所が限られているんですよ。そうした場合に、商工会に入っていないと商品

券て使えないじゃないですか。 

 前回のやつでは、ＪＡの給油所で途中で使えるようになりました。今回は、これはどうなん

でしょうかね。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 先ほど課長補佐のほうからもご説明ありましたとおり、随時追加可能になっております。今、

２番議員さんお話ありましたように、昨年１月から３月までの商品券の際も、最初スタートし

たときには、やはりＪＡのスタンド等も使えなかったんですけども、ある議員さんのほうから、

西部のほうで使えないガソリンスタンドがあって困っているんで、何とかＪＡのほうに言って

使えるようにできないだろうかというような相談をいただきまして、私のほうで、ＪＡの子会

社になりますけれども、電話をして、換金手数料等もかかりませんので、何とか使えるように、

西部の方も使える店とかできるだけ増やしたいので、何とか協力していただけませんかという

お願いをしまして、ＪＡの子会社のほうでも、手数料もかかりませんし、大丈夫ですよという

ようなことで、途中から追加して使えるようになったというふうな経緯がございます。 

 今回につきましても、期間がない中でスタートしますので、昨年１月から３月までの使える
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店舗が224店舗ございました。そういったところを中心に、商工会のほうで通知を出して、さ

らに、うちも入りたいというような手を挙げたところにつきましては随時、最初のスタート時

点からも加入できますし、途中からの追加の加入も可能です。 

 また、商工会の会員じゃなくても、町の事業なので、商工会事務局のほうには、商工会に加

盟していない店舗にも声をかけて、賛同いただける商店等については交ざってもらって、少し

でも利便性を向上したいという思いもありますので、そういった考え方で進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 今の課長の答弁だと、そうすると、申請をすれば、大手のスーパーな

んかも可能だというふうに思うんですけれども、実際どうなんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 こちらの商品券につきましては、大規模店等も加入可能です。さらに、プレミアム商品券の

ように、１冊当たり、大規模店で使えるのは幾ら分とか、地元店で使えるのは幾ら分という制

限なく、こちらの１人当たり3,000円分の商品券につきましては、どこでも金額制限等なく使

えるような仕組みになってございます。 

〔「了解です」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 この商品券給付事業に関しては、申請方式ではなくて、対象者全世帯

に振り込むというふうなことだと思います。一方、先ほどあった物価高騰対策、困窮者対策で

すね、そちらのほうについては、１回申請書をお送りして、受け取って、それからになるわけ

ですね。その段階を踏むわけですけれども、この違いって何なんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 先ほど、健康福祉課のほうからご提案させていただいたものからお答えいたしますと、前回

も実施した際に、辞退者というのがおりました。ですので、そういった個人の意向も把握した

上で、しっかり適正に支給したいという思いから、このような手続を取っているということで

ご理解いただければと思います。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 
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○９番 大桃英樹議員 過去の事例を踏まえてということで、私が心配しているのは、やっぱ

り事務の煩雑さ、こういった給付事業は非常に多くて、各課それぞれ、税務課でもこの間やっ

ていましたから、相当事務の煩雑化が進んでいて、事務の膨大な量になってくるんではないか

なということを懸念しています。 

 例えばアメリカなんかだと、即現金を振り込むような方式になっている、それは国民背番号

制ではないですけれども、そういったマイナンバーとかが進んで、口座とひもづけているから、

そうなっているということだと思っています。 

 辞退されることに配慮してということなんですけれども、例えば、こういった生活応援商品

券に関しては辞退しないんだろうか、その意向はどうなんだろうかというふうなことを考えら

れるんですけれども、こういったことはどう精査されるんでしょうか。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 

 昨年１月から３月まで実施しました生活応援商品券の給付事業、こちらにつきまして、

6,446世帯で、給付対象人数が１万4,542名でした。そのうち、８世帯９人につきまして給付

不能がありまして、給付実績といたしましては、6,438世帯で１万4,533人に交付したと中身

になってございます。 

 ８世帯９人の給付不能のうち、辞退者は２名いらっしゃいました。といいますのは、１月か

ら３月の上旬まで使用期限あったんですが、その間に、首都圏等にいる息子さん、娘さんの家

に行ったきりで、その使用期間内に南会津町に戻ってこないので、使えないからもらわなくて

いいですというようなことで辞退されたというような中身で把握してございます。 

 それ以外の方々については、ゆうパックで、一定期間過ぎますと戻ってきてしまうんですが、

町内の中で連携して連絡を取ったり、行政区の区長さんであったり、民生委員の方々とかにも

聞き取りをして、今いる場所とかを聞いて交付したというふうな中身になってございます。 

○室井嘉吉議長 ９番、大桃英樹君。 

○９番 大桃英樹議員 辞退者というのは、それぐらい少ないということでした。 

 しかしながら、やはり、どうなんでしょう、辞退された背景を考えると、やはり事業名であ

ったり、例えば生活困窮者というくくり、考え方、こういったものに対する抵抗なのかなとい

うふうにも考えられます。その方は、商品券は受け取られたんではないかというふうに想像さ

れますので、じゃそれは何なんだろうということも課題の一つだと思います。 

 申請方式というのは、どうしても行って帰って、もう一回になりますので、とても大変です。
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しかしながら、これは国としても、今大変なので、国民の皆さん、ぜひ使ってください、生活

の糧にしてくださいということで行われるものですので、商品券に関しては頂いても、要りま

せんと返してくれるという辞退の方法があるわけですね。だけれども、申請方式であれば、最

初にそこで、ハードルとは言いませんね、適した言い方じゃないと思うんですけども、なので、

一旦お預けするという形が、私はあってもいいんではないかなと思うんです。 

 今回、このようにやられることに対しては、私はいいと思いますけれども、今後やはり整理

していく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

○室井嘉吉議長 健康福祉課長。 

○湯田賢史健康福祉課長 お答えいたします。 

 議員おただしのとおり、前段で税務課でも同じような取組をしておりますので、そういった

手持ちのデータ、さらには確立した体制をしっかり活用しながら、事務の効率化を図っていき

たいというふうに思っております。 

 さらには、一方、適正に処理をするというところも、やはりそこは外せないところでおりま

すので、そのバランスを見極めながら、過去の実績もありますので、そういった実績、ノウハ

ウを生かしつつ、いかに適正にこの事業を執行していくかというところもしっかり押さえた上

で進めていきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。 

〔「了解です」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ないようでございますので…… 

〔「議長ごめん、５番」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 ちょっとうっかりしました。すみませんでした。 

 では、まず、目的についてからお伺いいたします。 

 町内の商店の利用促進を図るため、決まり文句ですよね。大体皆様、今までいろんな、こう

いう商品券で給付していますよね。統計も取られていると思います。一極集中とは言いません

けども、そういうデータ的なものを持っていますよね。どれほどその数字を見て、換金につな

がっているか、ちょっと説明お願いいたします。 

○室井嘉吉議長 商工観光課長。 

○星 博文商工観光課長 お答えいたします。 
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 換金率については、先ほどから申し上げていますとおり、１月から３月、去年実施したもの

でいえば、換金率は96.5％でございました。そのうち、大型店で使用されたものは47.4％、

それ以外は地元店等で使われているというような把握してございます。 

 執行部として考えておりますのは、これをただ使った効果につきましては、換金額になって

しまうかもしれませんが、これがあるから本当はよそで買おうとかインターネットで購入しよ

うと思った方が、これがあるので地元で買おうかといって、プラスアルファの売上げにつなが

っている部分、そういった副次的な効果等もあると思いますので、そういった意味で、単なる

換金の統計だけじゃなくて、そういったプラスアルファ、それをいかに高められるか、その辺

を商工会及び事業者の方とも意見交換しながら、そういった副次的に増えていくような、そう

いった施策を今後も継続していきたいというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 これも、通常どおり大型店でも使えると、すべからく商売やっている

方には使えるということですね。分かりました。 

 次、内容、何で3,000円なんですか。5,000円にすっぺとかという議論はなかったんですか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 担当課からの予算要求は5,000円でございました。5,000円の場合、約7,600

万円ぐらいの事業規模に跳ね上がります。今回、臨時交付金の予算規模を見まして、いろんな

活動に、事業に使いたいというようなこともありまして、私の判断で、ここは3,000円という

形で整理をさせていただいたということでございます。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 分かりました。町長の判断ということであれば、3,000円ということ

で事業を進めていただきたいと思います。 

 次に、対象者……ごめんなさい、話戻って、すみません。出生に関して、住民基本台帳に登

録するには、出生届を出した時点で台帳に載るんですよね。そこのところ、ちょっと教えてく

ださい。 

○室井嘉吉議長 住民課、やったことある人だら分かっぺ。 

○５番 室井英雄議員 町長、住民課長やったことあっぺした。 

○室井嘉吉議長 生涯学習課長。 

○廣野友一郎生涯学習課長 お答えいたします。前に担当係長をしておりましたので、お答え

いたします。 
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 住民基本台帳に載るためには出生届をいただいて、それを窓口で出して初めて登録になると

いうことになりますので、それ以前については、２週間程度、生まれてから期間がありますん

で、その期間は……１週間ですか。登録しないと台帳に載らないということでございます。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 出生の日は動きませんので、手続上遅れても、その分は遡って該当するとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 出生届が１日以降になっても該当すると、でしょう。生まれた日は８

月１日以前なんだけれども、届出が１日過ぎちゃうとアウトということ。生まれた日、あくま

でも…… 

○室井嘉吉議長 町長。よく説明してください。 

○渡部正義町長 ８月１日を基準日にするということなので、例えば７月31日に生まれまし

た。その日にちは、いつになっても変わりません。ただ、届出が１週間後なのか、２週間後な

のか、ほかから送られてくるケースもありますので、届出または戸籍の受理日にかかわらず、

出生の日は決まっていますので、出生の日によって該当するかしないかが決まってくるという

ふうにご理解いただきたいと思います。生まれた日。 

○室井嘉吉議長 だから、今の場合の例でいえば、それは該当するということですからね。い

いですか。 

 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 それで…… 

〔「何を言いたいか」と言う者あり〕 

○５番 室井英雄議員 何を言いたいか分かりました。 

 だから、おなかにいる間に、皆さん分かりますね、母子手帳、町から発行しますから、妊娠

している方というのは８月１日以前に分かりますよね。何人いるかというのは。でも、生まれ

るのが８月１日以降だと、分かります言っていること。おなかにいる赤ちゃんもカウントでき

ないのかと。おなかにいる赤ちゃん、100人も200人もいないでしょう、年間80人は赤ちゃん

出生を目標にしたけれども、49人だという統計があるんですから……余計なこと言いました。

おなかの赤ちゃんにもカウントできないかと、どうでしょうか。これは絶対動かないんで、動

かないでしょう。だって、母子手帳だって、医者の証明書がなきゃ発行しないんでしょう。カ

ウントできないんでしょうか、どうでしょうか。 
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○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 この事業については、基準日を設けて、その基準日において世帯に対する人

数を把握して、商品券を発送するという手続です。その中に、妊娠中の方もカウントしてもい

いんじゃないかという、そういうふうな質問だと思いますが、こんなこと言うとお叱り受ける

かもしれませんが、途中で流産されたり、そういうケースもあるもんですから、ここはやっぱ

り基準日ということで整理をさせていただきたいと思います。 

○室井嘉吉議長 ５番、室井英雄君。 

○５番 室井英雄議員 分かりました。流産されたなんていう例を挙げられると、ちょっと、

これ以上質問できないのかなと思っております。ただ、そういう町なんだなというイメージで

すね、妊婦にも支給されると。 

 だって、今でさえ、おなかにいる間に掛けられる保険もありますから民間で、そういうこと

を考えたらば、そういう妊婦に優しい町、イメージづくり、これは大事だと思うんで、今回は

引き下がりますが、今後もしこういう事業があれば、また質問していきたいと思いますんで、

よろしくお願いいたします。 

 以上。 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ないようでございますので、説明事項３、生活応援商品券給付事業について

を終わります。 

 以上で、（３）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業についてを終わりま

す。 

 次に、（４）会津大沼風力発電事業計画についてを議題とします。 

 説明をお願いします。 

 環境水道課長。 

○遠藤知樹環境水道課長 環境水道課長の遠藤知樹です。 

 私から、会津大沼風力発電事業計画についてご説明いたします。 

 資料４をご覧ください。 

 まず、資料の訂正をお願いしたい部分がございますので、お願いします。 

 １、経過の令和元年７月３日の部分になります。丸ポチ３つあります。一番下の部分で、

「隣接している駒止している駒止湿原」と記載されておりますが、こちらは「隣接している駒
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止湿原」が正解ですので、「駒止している」を削除していただきたいと思います。大変申し訳

ございませんでした。 

 それでは、ご説明いたします。 

 まず、これまでの経過についてご説明いたします。 

 この風力発電計画について、まず一番初めに話があったのが、令和元年６月19日になりま

す。６月19日に日立造船より２名が来庁して、南会津町、昭和村の町村境の山中に風力発電

を計画していますということでした。現時点では、候補地がどういう場所なのかを把握してい

るところで、具体的な内容はこれからだと。昭和村、森林管理署と協議中で、南会津町にも説

明するよう助言があったので来ましたということでした。現地を調査したいので、土地鑑のあ

る人を紹介してほしいという話がありまして、この時点では、担当者レベルの話で話を聞いた

ということでございます。 

 私、この当時、生涯学習課長でございましたので、この件について、当時の担当から相談を

受けた際に、該当する場所が駒止湿原に隣接しておりまして、この周辺には小さな湿原が点在

している。天然記念物指定は受けておりませんが、湿原が点在していて、植生も駒止湿原と同

じで貴重なものでございますということと、あと、イヌワシの行動圏になっている、希少な猛

禽類も多いということで、この事業の実施は難しいのではないかという意見をした記憶がござ

います。 

 次に、令和元年７月３日に再度、日立造船より２名が来庁して、まだ具体的な内容は未定だ

けれども、一、二年かけて風量の調査を行いたい、底地はほとんどが国有林であるという話で

したので、この時点では、恐らく昭和村のほうに考えているのかなというふうに思っておりま

した。 

 この協議の中で、先ほど私が申し上げた駒止湿原の件、それからイヌワシの件等々を担当か

ら説明したところ、駒止湿原に影響がないように進めたいという話だったという記録が残って

おります。 

 さらに、令和元年８月６日に、日立造船より１名来庁しまして、金井沢の帯沢入で風況観測

塔を設置したい、風況観測塔というのは風の状況を観測する塔ですね、こちらを建設したい、

設置したいので町有地を貸していただけませんかということで話があったと。これを受けまし

て、ここまでは担当者が話を聞きまして、これをもって、町長、副町長、たしか教育長もいた

と思いますが、と協議しまして、風力発電建設事業は実施を容認できないと、町として反対で

すよという結論に至っています。これが９月２日に協議して判断したと。 
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 翌９月３日に、日立造船の担当に対して、事業実施は容認できませんという町の考えを当時

の環境水道課長が電話で伝えたところでございます。 

 その後、10月３日に日立造船より、町の意向を確認ということで２名来庁して、改めて当

時の環境水道課長、担当の２名から、事業実施は容認できません、反対ですということを伝え

た。日立造船のほうでは、これで分かりましたということでお帰りになられたということでご

ざいます。これ以降、連絡がなかったことから、町としては事業は行わなくなったと、協議は

終了したものというふうに考えておりました。 

 それから３年たった今年の４月の下旬に突然、日立造船の担当より電話があって、計画につ

いて説明に伺いたい、それから、計画段階環境配慮書の縦覧を行いたいという話が突然あった

ということでございます。 

 町としては、一度断った話でございますので、それが数年後に再浮上してきたということで、

腑に落ちない面がございましたが、こちらは環境影響評価法に基づく縦覧であるため、町とし

て、やるとかやらないとかということはできないものでございます。 

 ですので、町としては、場所を貸して、いろんな人に見ていただいて、いろんな団体から

様々な意見を出してもらったほうがいいんじゃないかというふうと考えて、町のほうの場所を

貸したということでございます。それで、７月４日から縦覧が開始されたということでござい

ます。 

 この縦覧開始後の７月７日に、昭和村長が南会津町に来町いたしまして、今後の対応につい

て町長と協議を行っております。この協議の中で、下郷町、会津美里町を含めた関係４団体で

足並みをそろえて、反対の立場で取り組んでいこうということを確認したところでございます。 

 この協議の中で、７月８日に会津森林管理署の職員が昭和村で、昭和村長にこれまでの経緯

について説明するという話があったため、南会津町の林業成長産業化推進室長の同席をしてい

いですかということを昭和村長に求めたところ、同席しても構いませんという話いただきまし

たので、室長が同席して話を聞いたと。 

 それから、７月２日には、町長が国有林の管理している林野庁に訪問して、協議をしてきた

ところでございます。 

〔「７月何日」と言う者あり〕 

○遠藤知樹環境水道課長 ７月12日ですね。 

〔「２日と言った」と言う者あり〕 

○遠藤知樹環境水道課長 失礼しました、12日でございます。 
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 先週の金曜日、７月15日に説明会を開催したと。こちらは、町、議会、関係団体から23名

出席、日立造船からは３名が出席したということでございます。ここで説明を受けまして、改

めて、冒頭で町長の挨拶にありましたように、事業の白紙撤回を求めたということでございま

す。 

 日立造船から説明があったのが、次のページをご覧いただきたいと思いますが、大まかに計

画段階環境配慮書の部分で、この部分になります。 

 まず名称です。それから、発電所の出力、最大18万3,000キロワット、それから、発電機が

最大40基、区域が昭和村、会津美里、下郷町、南会津町、想定区域は27.3平方キロメートル

ということでございます。 

 次のページをご覧ください。 

 これが想定している区域になります。丸くくくってある部分と、あとは、搬入する林道がこ

こに示されておりまして、これは範囲としては最大の部分だということでございまして、これ

から具体的な内容に入っていくと。 

 それから、風車につきましては、次のページにありますように、最大230メートル、140メ

ートルから230メートルの風車を建てます。それから、ブレードは３枚ですというような説明。 

 続きまして、次のページで、工事期間については、おおむね３年程度ですというような話を

受けました。これを受けまして、町のほうから、それから関係団体からは、基礎を造る際の掘

削、それによる水脈への影響、駒止湿原への影響、猛禽類への影響等々の質問を行いまして、

改めて反対だという意思を伝えたところでございます。 

 今後の対応といたしましては、７月21日に、町長と議長が関東森林管理局に訪問して協議

を行うということになってございます。さらに、８月２日に駒止湿原保護協議会の臨時役員会

を開催して意見集約を行う。ここまでの意見をもって、町として、８月３日に県から計画段階

環境配慮書に対する意見照会がありますので、こちら３日に景観、それから環境破壊等々に関

する問題点を指摘する意見書を提出するというふうになってございます。 

 今後は、情報収集しながら、関係町村、関係団体と連携して、反対の立場として取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 私からは以上になります。 

○室井嘉吉議長 私のほうからも一言だけ言わせてもらいます。 

 令和元年10月３日、これは町の考え伝えたということで、多分私も、うっすら覚えなんで

すけれども、あの当時、大宅町長のほうから、日立造船が来て、現地調査をしたい旨、申入れ



－４９－ 

あったけれども断ってやったと、こういうような話をお聞きした記憶がございます。だから、

それ以降何ら、私自身も新聞報道あるまで、もうその話は終わったんだなと、こういう理解で

おったことを一言だけお伝えをしておきたいと思います。 

 それでは、ただいま説明がありました。質問、ご意見などありましたら、発言を受けていき

ます。 

 10番、湯田哲君。 

○１０番 湯田 哲議員 意見で言わせていただきます。 

 昔、産建で四国の梼原町を視察したことあります。そのときに現地を見たときの、この規模

の部分をちょっと意見だけさせてください。 

 町の意見は正しいし、これはもちろん歓迎な結論だと思います。当時、大宅町長も断ったと。

今回も、各隣接する市町村含めて合意したということも、これ反対ということで大賛成です。

100メートルのブレードが回ったら、どれぐらいの超低周波音を生むかとか、これ本当に日立

造船が採算性があって、本気で考えているかとは僕は思っていない、これはすごく残念なこと

です。こういうのに無駄な金を使う彼らの企業のイメージというのかな、それだけが残念だと

いうことなんです。 

 これ実際建てたら、多分赤字で回らないでしょう。100メートルのブレードといったら、風

速５メートルじゃ回らないですから。そこはすごく、ちょっとそういうのをすごく研究してき

たものなので、その部分だけ言わせてください。 

 だから、そういうものを、こういう40基というジェスチャーでやるという日本の予算の分

がすごく残念だということですね。潮流発電とかいろんなもの、現実的なものに使ってほしい

なと思います。多分回らずに、台風時に回るんだろうけれど、ブレードが折れて、あそこ雷の

地区ですから、雷、落雷で多分壊れるでしょう。ただ、それだけ言わせてください。 

 だから、この部分でいく、議会としてもそういうふうにいくことに、私は大賛成だというこ

とで意見させてもらいます。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 事業者の採算性の話をされましたが、その部分は我々、詳しい事業費の提示

受けていませんので、何ともお答えできないんですが、ただ、あれだけの準備書類を作るとい

うことは、相当コンサル費をかけているはずです。ですから、この後、環境影響評価の手順で

いうと、配慮書というものを作って縦覧する、今やったやつね。その後が方法書になって、次
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が準備書になって、最後が正式な評価書になる。 

 動き出すと止められなくなると思うんです。ですから、日立造船の方々には、あまりお金を

かけないうちに撤退の判断をしてくださいというふうに申し上げましたので、やはり深入りし

ない段階で、町としてははっきりとした意思表示をすべきだというふうに考えております。 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 私、縦覧のやつを拝見させていただきました。結構細かく書いてあり

ます。環境アセスメントに対しても相当、あれだけの資料をよくそろえたなと思いました。 

 ちょっと疑問に思ったのが、この経過、令和元年６月19日に町に来たということなんです

よね。だけど、あの資料を見ますと、こんな簡単に、３年間であんな資料は作れないと思った

んですよ。私は、それ以前にもこの計画ってあったんじゃないかな、その話はなかったんです

か、実際、本当に。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 お答え申し上げます。 

 私が総務課長時代、それから副町長時代含めて、この話を聞いたのは、先ほど環境水道課長

がお話ししましたように、令和元年７月ぐらいからでございますので、それ以前に日立造船で、

あの場所で風力発電という話は、受けた認識はございません。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 そうすると、私はあの計画は、長期的に相当現地調査をして調べた結

果だと、私は思いました縦覧を見たときに。ということは、勝手にやったのかどうかというの

は、ここで議論する面じゃないんですけども、あれだけの資料をそろえて、環境アセスメント

のデータをそろえたときに、ただ町は反対だ、反対だと言っても通るかどうか、それだけの根

拠を示さなくちゃならなくなると思うんです。 

 その点は町長、どんなふうに考えているでしょうか。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 まず、大規模開発が行われる際の配慮点として、これまでもいろいろ、いろ

んな相談来ました。そのときにやっぱり、住民生活への影響はどうなんだというのが、我々行

政をあずかるものとしては逃してはならない点だと思います。 

 その中で、やはり公害という視点、例えば大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地

盤沈下、悪臭、これが７公害と言われている分野です。大体これが、そのものをやることによ
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って、どういう影響が出るのかという視点でチェックしなくてはいけない。 

 今回、計画段階の配慮書という中身を見ますと、配慮書の中に騒音及び超低周波音とか、重

要な地形・地質の変更、それから風車の影、動物、植物、生態系、景観、そういったもろもろ

の評価がございました。ですから、ここの項目にあって、やはり我々の地域としては、こうい

うことが問題なんだということを具体的に例示をしていかないと、ただ景観上よくないという

だけでは通らないと思っております。 

 例えば駒止湿原ですが、年間５万人から６万人の入山者があるというふうに冒頭お話ししま

したけど、やはりそれは経済効果として非常に期待できる。それがイメージが悪くて来なくな

れば、宿泊が減ったり、消費が減ったり、それもやっぱり反対材料の一つです。さらには、猛

禽類の動植物の保護、そこも非常に影響がある。それから、湿原の植生にも影響があるという

ものを具体的に例示をしながら、反対の理由を述べていくという考え方でございます。 

 これについては、昭和村と南会津町が今中心になって進めておりますので、両方ですり合わ

せをした上、案をつくって、下郷と会津美里にも中身を見ていただいて、同じ方向の意見書と

して出していきたいと、このように考えているところです。 

○室井嘉吉議長 ２番、馬場浩君。 

○２番 馬場 浩議員 縦覧を見る限り、実は維持管理道路、これに対しての詳細が書いてい

なかったんです。これだけの建物を建てた場合に、相当の道路が必要です。道路を造るという

ことは、その山の地形の水脈を止めてしまうということなんです。そうなった場合に、熱海で

起きたような、そういうことが実際に起きてくるということなんです。 

 必ず山には水脈があります。それをブロックとコンクリートで止めてしまうということ、４

メートル道路では利かないはずですこれ。相当の道路が必要になってきます。ぜひそういう環

境的な、山の崩落にもつながるということを考えて、これを反対の理由にしていただきたいと

私は思います。 

○室井嘉吉議長 町長。 

○渡部正義町長 ありがとうございます。 

 具体的な搬入路については、昭和村側からの入り込みを予定されているようでございます。

昭和の村長とお話ししているのは、やはり大型車両が入ることでの影響もあると思うんですよ。

擦れ違いができなかったり、それからほこりが出たり、粉塵がしたり、車両通行の際の音がち

ょっと気になって駄目だとか。さらに今度、山まで登っていくわけですので、相当切り開かな

くちゃいけない。 
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 ですから、昭和のほうでは、近隣にある木地師の文化財にも影響するとか、それから地下の

水脈にも影響するとか、そういうふうな指摘もされておりますので、そういった部分を含めて、

意見書の中に具体的に述べていきたいと、このように思います。 

〔「了解です」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 あと、今ほど町長のほうから見解出されたんですが、今度21日、関東森林

管理局、前橋今設置予定の箇所というのは国有林内ですから、だからそこに、私と町長、あと

建設課長も含めて行ってくるんですが、そのときに、ただ手ぶらで行くわけにもいかないから、

要請書を持って、今ほど町長が態度を表明したような立場の要請書を作って、それで町長名と

私の議長名の印鑑をついて持っていくことについて、ひとつ議会として、議長の印鑑をつくこ

とについてご了解をいただきたいと思います。いいですか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 それじゃ、そんなようなことで対応していきたいと、こう思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 今の件に関してですか。 

〔「それもある」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 ４番、渡部優君。 

○４番 渡部 優議員 お願いですけども、ぜひ議員の方も、職員の方も意見書を出していた

だきたい。ぜひお願いします。どんどん出してください。 

 それから、皆さん、ネット等で見て分かるように、昭和村の菅家博昭君が頑張って運動して

いますので、その情報は非常にありがたい情報なので見てください。実際、林野庁に質問書を

出して、答えをもらっています。その辺は確実な情報なんで、想定の情報ではないんで、参考

にしてください。お願いします。 

 まずは議員全部で意見書を出していただきたい。職員の方もお願いしたい。啓発していただ

きたいと思います。コピーをして、私の場合はコピーをして、町民の方にお願いしていますけ

ど、どんどん盛り上げていかないと止められないですから、感情論でもいいですから意見書を

出してください。 

 それで、この間のネットの情報によると、環境部ですか、課長さん県の、女の人の名前載っ

ていましたけど、はがきどんどん出してくださいということで、全部見ますということで、返



－５３－ 

事をもらっているそうです菅家博昭さんは。ですから、はがきで出しても構わないと、感情を

ぶつけてくださいということでしたので、そういったことも参考にして、まずは意見書を出し

てください。８月３日までにお願いしたいと思います。前橋に行ったときの参考にも、菅家さ

んの返答の中身は参考になると思いますので、ぜひ読んでから行っていただきたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○室井嘉吉議長 そういうような要請がございましたので、それぞれ受け止めをしていただい

て、対応方、よろしくお願いしたいと思います。 

 ほかにないですね。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○室井嘉吉議長 それでは、ないようでございますので、（４）会津大沼風力発電事業計画に

ついてを終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――   

 

◎閉会の宣告 

○室井嘉吉議長 町長からの協議・議題は終了をいたしました。 

 上衣の着衣を願います。 

 これをもちまして、令和４年第４回南会津町議会全員協議会を閉会といたします。 

 大変ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時５４分 

 



－５５－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以上、南会津町議会全員協議会等の運営に関する規程第１１条の規定により、本会議録は

事実と相違ないので署名する。 

 

  令和  年  月  日 

 

         議     長   室  井  嘉  吉 
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